
鳥羽志勢広域連合人事行政の運営等の状況並びに等級及び職制上の段階ごとの職員数の報

告 

 

人事行政の運営等の状況並びに等級及び職制上の段階ごとの職員数について、鳥羽志勢

広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例及び地方公務員法に基づき、令和６

年度の状況を報告します。 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況（各年 4月 1日現在） 

広域連合の職員は、連合職員と関係市町からの派遣職員で構成されています。 

区分 令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度 

総務課 5 人 5 人 5 人 5 人 5 人 

介護保険課 15 人 15 人 14 人 15 人 15 人 

環境課 2 人 3 人 3 人 3 人 3 人 

衛生課 8 人 8 人 8 人 7 人 7 人 

合計 30 人 31 人 30 人 30 人 30 人 

※ 職員数には議会、選挙管理委員会及び監査委員事務局の職員を含む。 

また、会計年度任用職員(パートタイム)を除く。 

種別 
連合職員 

フルタイム

会計年度任

用職員 

派遣職員 

合計 志摩市 鳥羽市 南伊勢町 

職員数 9 人 10 人 7 人 2 人 2 人 30 人 

  ※令和 6年 4月 1日現在 

 

２ 職員の人事評価の状況 

令和６年度は職員及び会計年度任用職員を対象に、地方公務員法第 23条の 2第 1項に

基づく人事評価を実施しました。 

 

３ 職員の給与の状況 

① 関係市町から派遣されている職員の給与は、一部の手当(時間外勤務手当等)を除き派

遣元から直接支給されているため、給与費の相当額を広域連合から負担金として支払

われています。 

②連合職員の給与費の状況 

職員数(Ａ) 
給与費 1 人当たり 

給与費(Ｂ／Ａ) 給料 手当 一時金 計(Ｂ) 

20 人 53,430 千円 6,549 千円 20,301 千円 80,280 千円 4,014 千円 

  ※職員手当に退職手当は含みません。 



４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

勤務時間及び休憩時間等の状況 

勤務時間 
休憩時間 休 日 

始業時間 終業時間 

8 時 30 分 17 時 15 分 12 時 00 分～13 時 00 分 
土曜日・日曜日・祝日 

12 月 29 日～1月 3日 

 

５ 職員の休業に関する状況 

令和６年度 男 女 計 

育児休業の取得者数 １人 １人 ２人 

 

６ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

区分 分限の理由 休職 計 

令和６年度 心身の故障 ２人 ２人 

 

７ 職員の服務の状況 

広域連合職員の年次有給休暇の取得状況 

平均取得日数 15 日 

 

８ 職員の退職管理の状況 

年度 区分 計 

令和６年度 
定年退職 １人 

自己都合退職 １人 

 

９ 職員の研修の状況 

研修の状況 

研修機関による研修 ワンステップ研修、契約事務基礎研修等 

広域連合による研修 新規採用職員研修等 

 

10 職員の福祉及び利益の保護の状況 

① 公務災害の発生状況 

公務災害の発生は１件発生しました。(令和６年７月３日) 

②健康診断の実施状況 

  健康診断を実施しました。 

② 公平委員会事務の報告状況 

審査請求及び処置要求の申し立てはありませんでした。 



        

11 一般行政職の級別職員数の状況 

一般行政職の級別職員数及び給料表の状況(令和 7年 4月 1日現在) 

区分 標準的な職務内容 職員数 

(人) 

構成比 

(％) 

1 号給の 

給料月額(円) 

最高号給の 

給料月額(円) 

1 級 一般職員(定型的な業務を行う職

務) 

11 64.7 183,500 258,100 

2 級 一般職員(特に高度の知識又は経験

を必要とする業務を行う職務) 

0 0.0 230,000 308,500 

3 級 主査。主任、一般職員(相当困難な

業務を行う主査・主任等の職務) 

6 35.3 265,300 354,700 

4 級 係長職(困難な業務を行う係長の職

務) 

0 0.0 298,800 386,100 

5 級 課長補佐職(特に困難な業務を行う

課長補佐等の職務) 

0 0.0 321,300 398,200 

6 級 

 

課長職(課長の職務) 0 0.0 355,200 415,700 

7 級 

 

部長職(部長の職務) 0 0.0 408,300 450,900 

(注)1 鳥羽志勢広域連合の給与条例に基づく給与表の級区分による職員数です。 

  2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 


